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   精神障害者に対する交通運賃割引の適用を求める意見書 

 

 障害者基本法では障害者を「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）

その他の心身の機能の障害がある者」と定義した上で、「障害者の自立及び社会参加

の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進すること」を目的としている。 

 障害者の自立及び社会参加の支援である交通運賃割引は、昭和25年に日本国有鉄道

が身体障害者を対象に実施し、その後、ＪＲ各社が対象を知的障害者にも拡大した。 

 現在、これらの交通運賃割引を実施している交通機関等事業者は、ＪＲ、全国の私

鉄、航空、船舶、バス、タクシーのほか有料道路事業者にも及んでいる。 

 しかしながら、精神障害者を対象とするものは極めて少なく、大きな格差が生じて

いるのが現状である。 

 精神障害者家族会の全国組織である公益社団法人全国精神保健福祉会連合会が実施

した47都道府県の当事者本人を対象とした調査では、収入の乏しさゆえに、交通機関

の利用を手控えている実態が明らかになっており、割引制度が適用されれば、精神障

害者も交通機関を利用しやすくなる。 

 平成26年に批准した障害者の権利に関する条約の条文には、個人の移動を容易にす

ることとして「障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時に、かつ、負担

しやすい費用で移動することを容易にすること」などが明記されている。 

 よって西東京市議会は、国会及び政府に対し、精神障害者にも身体障害者や知的障

害者と同様に交通運賃割引を適用するよう関係機関へ積極的に働きかけることを強く

要望する。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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